


※訓練生が雇用保険受給者の場合は、規定の範囲で、ハローワークから失業
給付金が支給されます。

※訓練生が雇用保険受給者でない場合でも、受給要件を満たせば、訓練手当
又は職業訓練受講給付金を受給できる場合があります。

　詳しくは、お近くのハローワークでご確認ください。


